
『
ノ
ー
暴
力
団
』
の

看
板
を
設
置

1
0月
1
4日
、
長
門
地
区
暴
力
追

放
県
民
会
議
長
門
支
部
と
長
門
地

区
防
犯
対
策
連
合
協
議
会
の
人
達

が
暴
力
追
放
の
看
板
を
立
て
ま
し

た
。
長
門
警
察
署
で
の
出
発
式
の

あ
と
、
湯
本
区
な
ど
市
内
7
か
所

に
『
Ｎ
Ｏ
暴
力
団
』
と
書
か
れ
た

看
板
を
立
て
、
暴
力
追
放
を
呼
び

か
け
ま
し
た
。

留
学
生
が

ホ
ー
ム
ス
テ
イ

1
5日
、
新
屋
敷
町
区
の
斎
木
俊

彦
県
会
議
員
宅
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
か

ら
山
大
医
学
部
に
留
学
中
の
2
世

の
林
真
砂
美
さ
ん
が
ホ
ー
ム
ス
テ

ィ
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
県
会
議

員
で
つ
く
る
『
山
口
県
議
会
ホ
ー

ム
ス
テ
ィ
の
会
』
が
、
県
内
の
留

学
生
を
自
宅
に
1
泊
2
日
の
日
程

で
招
い
て
い
る
も
の
で
す
。
林
さ

ん
は
、
斎
木
県
議
の
家
族
の
温
か

い
も
て
な
し
で
、
日
本
の
家
庭
生

活
を
味
わ
い
ま
し
た
。

米
　
谷
　
信
　
洋
く
ん

（
1
歳
4
か
月
）

（
田
屋
区
）

や
ん
ち
ゃ
で
も
い
い
か
ら
、
元

気
な
子
ど
も
で
い
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

（
母
　
和
恵
さ
ん
）

おはなし

ひ
ろ

い
き

れ

い
な
草

野
原

銀

に
ひ

か
る
は
、
湖

水
で

す
。

湖
水

の
岸

の
御
殿

に
は

小
さ
な

小
さ
な

女
王

さ
ま
。

（
そ

れ
は
魔
法

の
み
づ
う
み
で

小

さ
く
な

っ
た
私
で

す
。
）

う
し
ろ

に
並

ぶ
お
侍
女

（
そ
れ
は
や

っ
ぱ
り

湖

で

小
さ
く
な

っ
た
お
友
達
。
）

ま

へ
の
御
家

來
ひ
げ
男

（
そ
れ
は

私
の
先
生
よ

。
）

黄
金
の
時
計
が
い
ま
鳴
つ
て

小
さ
な

女
王

は
花
び

ら
で

お
花

の
蜜

を

め
し

あ
が
る
。

こ

ん

な

お

話

し

た

け

れ

ど

大
人
は
笑
つ
て
し
ま
い
ま
す
。

な

ん

だ

か

私

は

さ

び

し

い
な

。

「
Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ａ
出
版
局

み
す
ゞ
全
集
か
ら
」

『
親
子
も
ち
つ
き
大
会
」

参
加
者
募
集
！

秋
吉
台
少
年
自
然
の
家

期
日
　
1
2
月
1
0
日
土
～
1
1
日
日

1
泊
2

日

主
な
行
事

も
ち
つ
き
、
か
っ
こ
う
・
う
ぐ

い
す
笛
づ
く
り
、
天
体
観
測

参
加
資
格

小
学
校
1
年
生
か
ら
中
学
校

3
年
生
ま
で
の
児
童
・
生
徒
で

保
護
者
同
伴
。

参
加
費
　
1

人
　
2

千
円

申
込
み
方
法

は
が
き
に
住
所
、
氏
名
、
性

別
、
学
校
名
学
年
、
自
宅
の
電

話
番
号
、
参
加
保
護
者
の
氏
名

押
印
の
う
え
送
っ
て
く
だ
さ
い
。

あ
て
さ
き
　

〒
7
5
4

‐
0
3

美
祢
郡
美
東
町
大
字
赤
　

山
日

県
秋
吉
台
少
年
自
然
の
家

申
込
み
期
間
　
1
1
月
2
4
日
～
3
0
日

1
0
0人
の
定
員
に
な
り
し
だ
い

締
切
り
ま
す
。

参
加
決
定
者
に
は
、
連
絡
が

あ
り
ま
す
。

人権相談
日　時　11 月16日(水)

午前10時から午後3 時

場　所　 中央公民館、第2 会議室

内　 容　土地の境界、借地借家の問

題、金銭貸借、家庭の相談、

その他心配ごと。

相談担当者

人権擁護委員、法務局職員

相談料　 無　 料

ご相談の件は
秘密を守りま
すので、お気

軽にご利用く
ださい。

弁 護 士 に よ る

巡回法律相談
日　時　11月22日（火）

午前10時から正午まで
場　所　中央公民館第1 ・第2 会

議室
内　容　交通事故や家庭内のもめ

ごと、お金の貸し借りや
地代、家賃、売買のいざ
こざ、土地の境界問題等
でお悩みの方。

相談者　弁護士（2 名）
相談料　無　料
詳しくは、市民課
市民相談係へ。

内線147

精神薄弱者更生相談所の巡回相談

日　時　11月29日（火）
午前10時から午後3 時まで

場　所　物産観光センター2 階
内　容　18歳以上の知恵おくれのある

人が対象。療育手帳相談、施
設入所相談、保健相談。

来年4 月1 日から、精神薄弱者更生施

設『福祥苑』が、20名増員予定ですの
で、入所を希望される人は、相談して
ください。
持参品　療育手帳、身体障害者手帳、

障害基礎年金証書

相談希望者は、11月21日までに福祉事
務所援護係（　 内線112) まで連絡し
てください。
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